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特別養護老人ホームにおける身体拘束と施設特性の

関連についての分析
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目的 特別養護老人ホーム（以下，特養）における身体拘束を受ける入居者の数と施設の特性と

の関連を明らかにすること。

方法 対象は，2002年度に岡山県下で運営していたすべての特養，103施設，入居者総数6,829人
である。データは，2002年10月に福祉オンブズおかやまが県下の特養に対して行ったアン

ケート調査（郵送自記式）と同年度の行政監査資料を併せたもので，施設単位の集団データ

である。調査では身体拘束の定義は示されておらず，拘束の有無は個々の施設が判断してい

る。解析は，重回帰分析を行った。被説明事象は，身体拘束を受ける者が身体拘束を受ける

可能性のある者に占める割合 (以下，身体拘束者数の割合），独立変数は施設の特性であ

る。推定の精度をあげるためには，各施設の入居者から拘束対象となりうる母集団を出来る

限り正確に絞り込む必要がある。そこで，身体拘束を受ける可能性がある者は重度痴呆老人

（痴呆老人の日常生活自立度でⅣ以上と定義）であると仮定した。重度痴呆老人をⅢ以上と

した場合についても解析を行った。

成績 必要な変数に欠損値がなく解析の対象となったのは，72施設，1,700人の重度痴呆老人で

あった。74％の施設で少なくとも 1 人の入居者が身体拘束を受けていた。身体拘束者数の割

合の平均は24.2％であった。身体拘束者数の割合が低いことと，手厚い人員配置，定期的な

ケアカンファレンス，ユニットケアの実施が，有意に関連していた。重度痴呆老人の定義を

Ⅲ以上としても重回帰分析の結果はほとんど変わらなかった。

結論 身体拘束者数の割合が低いことと，手厚い人員配置，定期的なケアカンファレンス，ユニ

ットケアの実施が，有意に関連していた。

Key words：身体拘束，特別養護老人ホーム，ケアカンファレンス，ユニットケア，人員配置

Ⅰ は じ め に

施設や病院に入所（入院）する痴呆老人の中に

は，徘徊や不潔行為，ベッドから転落する者がい

る。そのため抑制帯やベッド柵，薬などによって

痴呆老人の行動を制限するいわゆる身体拘束が行

われてきた1)。しかし，身体拘束は，拘束を受け

る者の身体機能を弱めるだけでなく，人間として

の尊厳を深く傷つける2)。2000年 4 月の介護保険

法施行と同時に，介護保険施設では，緊急やむを

得ない場合を除いて身体拘束等の行動を制限する

行為を禁止した。しかしながら，施設における身

体拘束はなくなったわけではない3)。施設側は，

身体拘束をなくせない理由として，職員の不足，

事故が起きた際の家族からの苦情への懸念，利用

者・家族の希望を挙げている3,4)。介護保険にな

って，サービスの質が問題とされるようになった

が，身体拘束はその中でも最も緊急に改善を要す

る課題の一つであると考えられる。

わが国の身体拘束に関する研究は，身体拘束を

することを前提とした拘束用具の工夫に関する事

例報告5,6)，身体拘束廃止の取り組みの紹介7,8)，

身体拘束廃止を可能にした要因の分析などがあ

る9)。それらはすべて特定施設の事例紹介や少数

の職員に対するインタビューに基づく質的研究で

あり，統計的手法を用いたものはない。それに対
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して欧米では，身体拘束軽減のための教育プログ

ラムの効果を検証するもの10～14)や人員配置15～18)

や組織構造19)，経営主体（営利・非営利)15)など

の施設特性と身体拘束の関連を，統計的手法を用

いて分析した研究がある。

本稿では，岡山県下の特別養護老人ホーム（以

下，特養）を対象に，施設職員数，ケアカンファ

レンスの持ち方，ユニットケアの有無などの施設

特性と身体拘束の関連について，統計的手法を用

いて検討した。本研究は，今後の施設のあり方を

考える上で意義深いものと考える。

Ⅱ 研 究 方 法

1. データ

対象は，2002年度に岡山県下で運営していたす

べての特養，103施設，入居者総数6,829人であ

る。データは，2002年10月に福祉オンブズおかや

まが県下の特養に対して行ったアンケート調査

（以下，オンブズ調査)20)と同年度の行政監査資料

である。福祉オンブズおかやまは，特養の入居者

や労働者の人権問題，生活・労働環境改善に取り

組む市民団体である。オンブズ調査20)は，施設単

位の集団データであり，調査法は郵送・自記式で

ある。データは，2000年度の行政監査資料と合わ

せて出版・公表されている20)。行政監査資料は自

治体（岡山県・岡山市・倉敷市）が一年に一度行

う監査の記録であり，筆者らが行政文書の開示請

求を行うことによって入手した。

2. 推 定

推定に用いる変数の定義は，表 1 に示してい

る。単変量解析と多変量解析を行う。

1) 被説明事象（従属変数）

被説明事象は，身体拘束者数が身体拘束者とな

る可能性がある入居者数に占める割合（以下，身

体拘束者数の割合）である。身体拘束者数は，オ

ンブズ調査20)の調査票から 9 月 1 日時点の値が得

られる。オンブズ調査20)の調査票では，身体拘束

の具体的な定義を行わないまま身体拘束者数を尋

ねている。推定の精度を上げるには，各施設の入

居者から拘束対象となりうる母集団を出来る限り

正確に絞り込む必要がある。そこで本稿では，痴

呆老人の日常生活自立判定度（以下，痴呆自立度）

で M とⅣの者を拘束対象となる可能性がある入

居者（以下，重度痴呆老人）と仮定した。痴呆自

立度別の入居者数は，監査資料から 6 月 1 日時点

の値が得られる。M とⅣは，常に目を離すこと

ができない状態である（表 2）。また，M の入所

者数よりも拘束を受けている入居者数が多い施設

はあるが，M とⅣを合わせた入居者数よりも拘

束を受けている入所者数が多い施設は 1 施設のみ

で，その超過人数はわずか 1 人である。したがっ

て，身体拘束を受けている者のほとんどが M と

Ⅳであると考えられる。しかし，Ⅳ以下の者でも拘

束を受ける可能性は排除できないため，拘束を受

ける者をⅢ以上とした場合についても推定を行う。

2) 独立変数の候補

多変量解析に用いる独立変数の候補には以下の

ようなものがあり，定義を表 1 に示している。職

員配置の手厚さを示す変数として，介護職員 1 人

当たり入居者数を用いる。ケアカンファレンスや

事例検討会が，定期的に開催されていないことを

示す変数として，ケアカンファレンス不定期ダ

ミーを用いる。施設内で身体拘束廃止について検

討する委員会が設置されていることを示す変数と

して，身体拘束防止委員会ダミーを用いる。入居

者やその家族の意向を介護内容に反映させる仕組

みがある施設を示す変数として，苦情解決第三者

委員ダミー，ケアプラン作成参加ダミーを用い

る。痴呆老人に対する介護方法を示す変数とし

て，ユニットケア・ダミーを用いる。施設規模を

示す変数として入居者数を用いる。施設が立地す

る市町村の特性を示す社会経済変数として 1 人当

たり課税対象所得を用いる。

3) 単変量解析

独立変数のうちダミー変数については，ダミー

変数が 1 の施設群と 0 の施設群の身体拘束者数の

割合の平均値に差があるかを t 検定で調べる。統

計量の計算に必要な各施設の身体拘束者数の割合

やその平均値回りの二乗は，各施設の重度痴呆老

人数で重み付けをした値を用いる。重みは，以下

の(1)式である。これは，身体拘束者数の割合が

同じでも重度痴呆老人数に違い（例えば，30人の

施設と 2 人の施設など）があれば，情報量に差が

あるからである。このような重み付けは，順位の

みに依存するノンパラメトリック検定では不可能

である。

Wi＝
wi

W
. (1)
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表１ 変数の定義

従属変数を構成する変数 変 数 の 定 義 出 所

身体拘束者数の割合 身体拘束者が重度痴呆老人に占める割合（身体拘
束者数/重度痴呆老人数)

身体拘束者数 身体拘束を受けている入居者の数。調査票では，
拘束の具体的な定義は何も示さないまま拘束を受
けている入居者数を尋ねている。9 月 1 日現在の値。

オンブズ調査

重度痴呆老人数 身体拘束を受ける可能性がある入居者数。痴呆老
人の日常生活自立度でⅣ以上の場合とⅢ以上の場
合の 2 通りを定義。6 月 1 日現在の値。

行政監査資料

独立変数の候補 変 数 の 定 義 出 所

介護職員 1 人当り入居者数
(入居者数/介護職員数)

分子：入居者数（長期＋短期）は，6 月 1 日現在の
値。

分母：介護職員数は，常勤換算の 5 月末の値。

行政監査資料

ケアカンファレンス不定期ダミー 「ケアカンファレンス，事例検討会などのサービス
担当者会議は定期的に行われていますか」という
質問に対して，解答欄では具体的な開催回数を回
答する選択肢と不定期と回答する選択肢が存在す
る。不定期と回答した場合に 1，具体的な回数を答
えた場合に 0 を取るダミー変数。

オンブズ調査

身体拘束防止委員会ダミー 身体拘束の防止（或いは廃止）を名前に冠した施
設内委員会が設置されている場合に 1，それ以外の
場合に 0 を取るダミー変数。

オンブズ調査

苦情解決第三者委員ダミー 苦情解決のための第三者委員がいると回答した場
合に 1，いないと回答した場合に 0 を取るダミー変
数。

オンブズ調査

ユニットケア・ダミー ｢｢ユニットケア」にとりくまれていますか」とい
う質問に対し，｢とりくんでいる」と回答した場合
に 1，それ以外の場合に 0 を取るダミー変数。ユニ
ットケアとは，施設の居室を少人数（5～10名くら
い）のユニットに分け，一つの生活単位としてケ
アを実施することをいう。調査票では，ユニット
ケアの具体的な定義は示されていない。

オンブズ調査

ケアプラン作成参加ダミー ｢ケアプラン作成のためのケア会議に利用者家族は
同席されていますか」という質問に対して「はい」
又は「時々」と答えた場合に 1，｢いいえ」と答え
た場合に 0 を取るダミー変数

オンブズ調査

1 人当たり課税対象所得（万円)
(課税対象所得/人口)

施設が立地する市町村の値

分子：課税対象所得（万円)。2002年の値。

分母：2003年 3 月末の値。

市町村税課税状況等の調
住民基本台帳人口要覧

入居者数 長期＋短期の 6 月 1 日現在の値。 行政監査資料

注）年の記述が無い場合はすべて2002年の値。
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i：施設，wi：施設 i の重度痴呆老人数，W：施

設 i のダミー変数が 0 の場合は，ダミー変数が 0

の施設群の重度痴呆老人数の合計。施設 i のダ

ミー変数が 1 の場合は，ダミー変数が 1 の施設群

の重度痴呆老人数の合計。

連続変量である独立変数と身体拘束者比率の関

係は，スピアマンの相関係数で調べる。ただし，

スピアマンの相関係数は，施設間の重度痴呆老人

数の違いによる影響を考慮することができないこ

とに注意しなければならない。

4) 多変量解析

身体拘束者数の割合を被説明事象，施設特性を

独立変数とする重回帰分析を行う。被説明事象が

比率である集団データの推定には，しばしば

Grouped logit が用いられる21,22)。推定式は(2)式

であり，推定法は最小二乗法である。ただし，推
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表２ 痴呆老人の日常生活自立判定度

ランク 判断基準 見られる症状・行動の例 判断にあたっての留意事項および提供さ
れるサービスの例

Ⅲ 日常生活に支障を来たすよう
な症状・行動や意思疎通の困
難さが見られ，介護を必要と
する。

着替え，食事，排便，排尿が
上手にできない，時間がかか
る。
やたらに物を口に入れる，物
を拾い集める，徘徊，失禁，
大声，奇声をあげる，火の不
始末，不潔行為，性的異常行
為等

日常生活に支障を来たすような行動や
意思疎通の困難さがランクⅡよりも重
度となり，介護が必要となる状態であ
る。｢ときどき」とはどのくらいの頻度
をさすかについては，症状・行動の種
類等により異なるので一概に決められ
ないが，一時も目を話せない状態では
ない。在宅生活が基本である。1 人暮ら
しは困難であるので，訪問指導や，夜
間の利用も含めた在宅サービスを利用
しこれらのサービスを組み合わせるこ
とによる在宅での対応を図る。具体的
なサービスの例としては，訪問指導，
訪問看護，訪問リハビリテーション，
ホームヘルプサービス，デイケア・デ
イサービス，症状・行動が出現する時
間帯を考慮したナイトケア等を含むシ
ョートステイ等の在宅サービスがあ
り，これらを組み合わせて利用する。

Ⅳ 日常生活に支障をきたすよう
な症状・行動や意志疎通の困
難さが繁繁に見られ，常に介
護を必要とする。

ランクⅢに同じ 常に目を離すことができない状態であ
る。症状・行動はランクⅢと同じであ
るが，頻度の違いにより区分される。
Ⅲは常に目を離すことができない状態
ではない。家族の介護力等の在宅基盤
の強弱により在宅サービスを利用しな
がら在宅介護を続けるか，または特別
養護老人ホーム・老人保健施設等の施
設サービスを利用するかを選択する。
施設サービスを選択する場合には，施
設の特徴を踏まえた選択を行う。

M 著しい精神症状や問題行為あ
るいは重篤な身体疾患が見ら
れ，専門医療を必要とする。

せん妄，妄想，興奮，自傷・
他害等の精神症状や精神症状
に起因する問題行動が継続す
る状態等

ランクⅠ～Ⅳと判定されていた高齢者
が，精神病院や痴呆専門棟を有する老
人保健施設等での治療が必要となった
り，重篤な身体疾患がみられ老人病院
などでの治療が必要となった状態であ
る。専門医療機関を受診するよう勧め
る必要がある。

平成 5 年10月26日 老健第135号 厚生省老人保健福祉局長通知
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定では，各施設の重度痴呆老人数が異なることに

起因する誤差項の不均一分散を是正するための重

みを用いる必要がある。

ln(Pi/(1－Pi))＝xi′b＋mi. (2)

i：施設，Pi：身体拘束者数の割合，xi′：入居者

に共通な施設単位の独立変数の転置ベクトル，

b：回帰係数のベクトル，mi：誤差項

しかし，この推定方法には身体拘束が全く行わ

れず Pi＝0 となる施設の従属変数が定義できない

という欠点がある。したがって，そのような施設

が推定からすべて除外されので，サンプルに偏り

が生じる可能性が高いと考えられる。そこで，入

居者が身体拘束を受ける（1）か否（0）かという

事象を対象とした入居者を単位とするロジスティ

ック回帰分析を行う。これは，図 1 のように集団

データを個票データに変換して，推定を行うこと

を意味する。以下，このようなデータを変換個票

データと呼ぶ。対数尤度関数は，(3)式である。

ln L＝
N

∑
i＝1

ni{Pi ln L(xi′b)

＋(1－Pi)[1－ln L(xi′b)]}. (3)

L：尤度，i：施設，N：施設数，ni：施設 i の

重度痴呆老人数，L：ロジット累積密度関数，

Pi：身体拘束者数の割合，xi′：入居者に共通な施

設単位の独立変数の転置ベクトル，b：回帰係数

のベクトル

Pi＝0 となるサンプルを含まないデータを分析

対象とする場合，ロジット・モデルによる変換個

票データの推定結果は Grouped logit による集団

データの推定結果と漸近的に一致（(2)式と(3)式



707

図１ データの変換例（施設単位→入所者単位）
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の回帰係数が一致）する21,22)。したがって，本稿

の推定法は，Grouped logit をより一般化したも

のといえる。集団データを個票データとして用い

る目的は，あくまで Pi＝0 となるサンプルを含ん

だ集団データを扱うためである。(2)式をみても

明らかなように，推定の実質的な意味合いは施設

単位の分析を行っているのに等しい。したがっ

て，個人属性の情報が得られる個票を用いた場合

のように，本稿の推定結果を用いて個々の入居者

が身体拘束を受ける可能性やそれに影響する要因

について議論することはできない。推定結果より

得られるのは，各独立変数が Pi に与える影響だ

けである。(3)式は，施設間の重度痴呆老人数の

違いによる影響が反映されているため，t 検定や

Grouped logit の場合のように重みを用いる必要

はない。推定に用いる独立変数は，ダミー変数に

ついては，t 検定で身体拘束者比率に差があった

もののみを用いる。先述のように，スピアマンの

相関係数は，施設間の重度痴呆老人数の違いを考

慮することができないという問題があるため，連

続変数は単変量解析の結果に関わらずすべて用い

る。独立変数の絞込みは，有意水準を 5％に設定

したステップワイズ法（変数減数法）で行う。単

変量解析で身体拘束者の割合との関係が否定され

た連続変数の係数が有意になった場合は，結果の

頑健性を調べる。まず関係が否定された変数のみ

を独立変数として用いる単変量回帰分析を行う。

係数が 5％水準で有意であった場合は，残りの独

立変数をステップワイズ法（変数増加法：有意水

準 5％）で加える。

ロジスティック回帰分析は非線形推定なので，

係数の大きさの意味が直感的に理解しにくい。そ

こで各独立変数について，その水準ごとに平均的

な規模の施設における身体拘束者数の予測値を示

す。平均的な規模の施設とは，入居者数と重度痴

呆老人数が，それぞれ解析対象となる施設の平均

値である施設を指すこととする。

ânr＝ ÂP× šn, ÂP＝L(xi′b). (4)

ânr：身体拘束者数の予測値，L：ロジット累積

密度関数， ÂP：身体拘束者数の割合 P の予測値，

šn：解析対象となる施設の重度痴呆老人数の平均

値

関心対象外の独立変数は，平均値で評価する。

たとえば，ケアカンファレンスが定期的である場

合， ÂP の計算において，ケアカンファレンス不定

期ダミー以外の独立変数は平均値を代入する。

Ⅲ 結 果

1. 分析対象となった施設とその特性

福祉オンブズおかやまによる調査が行われた

2002年10月時点で運営していた岡山県下の特養は，

103施設，入居者総数6,829人であった。最終的に

分析対象となったのは，72施設，入居者総数

4,784人，重度痴呆老人Ⅳ以上1,700人，Ⅲ以上

2,173人であった。以下，除外された施設数と除

外理由を示す。福祉オンブズおかやまは，103施

設すべてを対象に調査を行ったが，岡山市外の 1

施設から回答を得られなかった。岡山市内の21施

設は，監査資料から入居者の痴呆自立度の情報が

得られないため除外した。残りの施設のうち，分

析に用いる変数に欠損値がある 9 施設を除外し

た。表には示していないが，岡山市内と市外の施

設の特性を有意水準 5％の t 検定，x 二乗検定で

比較した。その結果，岡山市内の施設の介護職員

1 人当り入居者数の平均値は，市外の施設よりも

小さかった。また，岡山市の 1 人当り課税対象所

得は，市外の自治体よりも高かった。その他の変

数については，有意差はみられなかった。

記述統計は，表 3–1 と表 3–2 に示している。入

居者数の平均は，66.4人であった。1 施設あたり

平均4.6人が身体拘束を受けていた。重度痴呆老
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表3–1 連続変数の施設単位の記述統計 サンプル数72

平均値 標準偏差 最小値 第 1 四分位点 中央値 第 3 四分位点 最大値

入所者数（長期＋短期)(人) 66.4 27.2 10.0 50.0 51.5 80.0 132.0
身体拘束者数 (人) 4.6 5.3 0.0 0.5 2.5 7.0 20.0
重度痴呆老人数（Ⅳ以上)(人) 23.6 19.3 1 11.0 17.5 32.5 115
重度痴呆老人数（Ⅲ以上)(人) 29.7 21.2 2 16.0 24.0 38.0 123.0
身体拘束人数/重度痴呆老人数
(Ⅳ以上)(％)

24.2 28.3 0 1.4 14.7 32.1 100

身体拘束人数/重度痴呆老人数
(Ⅲ以上)(％)

17.6 22.4 0 0 10.6 21.1 100

身体拘束人数/全入居者数（％) 6.8 7.9 0.0 0.5 4.0 11.4 34.0
介護職 1 人当たり入居者数（人) 2.90 0.42 1.97 2.68 2.89 3.04 4.53
1 人当たり課税対象所得（万円) 111 16 78 99 110 126 132

表3–2 ダミー変数の施設単位の記述統計 サンプ

ル数72（％)

ケアカンファレンスが不定期な施設の割合 15.3
ユニットケア取り組んでいる施設の割合 25.0
ケアプラン作成に利用者・家族が参加してい
る割合

41.7

身体拘束防止委員会がある施設の割合 19.4
苦情解決第三者委員がいる施設の割合 70.8
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人に占める身体拘束者数の割合は，重度痴呆老人

の定義を痴呆自立度Ⅳ以上とした場合24.2％，Ⅲ

以上とした場合17.6％であった。介護職員 1 人当

りの入居者数の平均値は，2.90人であった。

15.3％の施設はケアカンファレンスが不定期であ

った。25.0％の施設がユニットケアに取り組んで

いた。調査対象時点では，個室・ユニットケアを

行っている施設はなかった。41.7％の施設がケア

プランの作成に利用者・家族が少なくとも時々は

参加していた。19.4％の施設に身体拘束防止委員

会があった。70.8％の施設は，苦情解決のための

第三者委員がいた。表には示していないが，

74.0％の施設が少なくとも 1 人の入居者に対して

身体拘束を行っていた。

2. 単変量解析の結果

結果は，表 4–1 と表 4–2 に示している。ケアカ

ンファレンスが不定期な施設は，定期的である施

設よりも身体拘束者数の割合の平均値が高かっ

た。ユニットケアを実施している施設は，実施し

ていない施設よりも身体拘束者の割合の平均値が

低かった。その他のダミー変数については，有意

差がみられなかった。連続変数については，すべ

ての変数で身体拘束者比率との相関がみられなか

った。重度痴呆老人の定義の違いによって有意な

変数に差はなかった。

3. 多変量解析の結果

推定結果は，表 5 に示している。介護職員 1 人

当たり入居者数，ケアカンファレンス不定期ダ

ミー，ユニットケア・ダミー，1 人当たり課税対

象所得が有意に身体拘束の有無と関連していた。

変数減少法で選択されたモデルと変数増加法で選

択されたモデルは同じであった。重度痴呆老人数

の定義の違いによる，有意な変数や係数の符号に

差はなかった。

表 6 は，独立変数の水準ごとに，平均的な規模

の施設における身体拘束者数の予測値を示してい

る。介護職員 1 人当たり入居者数については，2

人の場合と 3 人の場合について示している。ま

ず，重度痴呆老人の定義をⅣ以上とした場合につ

いて述べる。介護職員 1 人当たりの入居者数が 2

人の施設では，身体拘束者数は3.51人，介護職員

数は33.2人であった。介護職員 1 人当たりの入居

者数が 3 人の施設では，身体拘束者数は4.91人，

介護職員数は22.1人であった。前者の施設は，後

者よりも介護職員数が11.1人，1.5倍多いが，身

体拘束者数の差は1.40人であった。ケアカンファ

レンスの開催が定期的である施設は，身体拘束者

数は4.17人であった。不定期である施設は9.05人

であった。身体拘束者数の施設間の差は4.87人で

あった。ユニットケアに取り組んでいる施設は，

身体拘束者数は3.83人であった。取り組んでいな

い施設は，5.10人であった。身体拘束者数の施設

間の差は1.27人であった。重度痴呆老人の定義を
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表4–1 単変量解析 1：ダミー変数が 1 の施設群と 0 の施設群の身体拘束者数の割合の平均値の比較

手法：t 検定1 サンプル数：72施設

重度痴呆老人の定義

ダミー変数の値

Ⅳ以上（1,700人)
身体拘束者数の割合の

平均値（％)2 t 値 差3

Ⅲ以上（2,173人)
身体拘束者数の割合の

平均値（％)2 t 値 差3

1 0 1 0

ケアカンファレンス不定期ダミー
（不定期＝1，定期的＝0)

36.8 16.6 3.65 * 28.2 13.0 4.28 *

施設数 11 61 11 61
ユニットケア・ダミー
（行っている＝1，行っていない＝0)

13.2 22.5 －2.12 ** 10.6 17.4 －2.62 **

施設数 18 54 18 54
ケアプラン作成参加ダミー
（参加＝1，不参加＝0)

18.8 20.1 －0.49 n.s. 14.7 15.7 －0.61 n.s.

施設数 30 42 30 42
身体拘束防止委員会ダミー
（有り＝1，無し＝0)

18.6 23.8 1.01 n.s. 17.2 14.8 0.77 n.s.

施設数 58 14 58 14
苦情解決第三者委員ダミー
（有り＝1，無し＝0)

18.6 23.3 －1.47 n.s. 14.8 17.1 －1.17 n.s.

施設数 51 21 51 21

1 等分散の F 検定は，すべてのダミー変数について 1 の群と 0 の群が異分散であるという対立仮説を P＜.05で棄

却した。従って，t 値は等分散を前提とする Student の公式で計算している。
2 身体拘束者数の割合の平均値の計算で用いる各施設の身体拘束者数の割合は，各施設の重度痴呆老人数で重み

付けをした値を用いている。
3 *：P＜.01で差あり **：P＜.05で差あり n.s.：有意差無し

表4–2 単変量解析 2：各施設の身体拘束者数の割

合と連続変数である施設特性の関連の分析

手法：スピアマンの相関係数

サンプル数：72施設

重度痴呆老人の定義
Ⅳ以上 Ⅲ以上

スピアマンの相関係数

介護職員 1 人当たり入所
者数 0.08 0.14

1 人当たり課税対象所得 －0.17 －0.12

入居者数 0.13 0.15

すべての変数で有意な相関関係がなかった。
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Ⅲ以上としても結果ほとんど同じであった。

Ⅳ 考 察

本稿の分析では，岡山市内のすべての特養（21

施設）が除外されている。岡山市とそれ以外の施

設を比較した結果，1 人当り課税対象所得と介護

職員 1 人当り入居者数に有意差がみられ，それぞ

れ岡山市の施設の方が高い値を示した。その他の

変数については，有意差はみられなかった。1 人

当たり課税対象所得が高いことは大都市であると

いう属性と強く関係すると考えられる。しかし，

標本には大都市である倉敷市（人口44万人）の12

施設が含まれており，大都市の標本が完全に欠落

するわけではない。介護職員 1 人当り入居者数の

差は0.23人であり大きいとはいえないと考えられ

る。したがって，岡山市を除外することで推定結

果に偏りが生じるとしても，それは大きくないと

考えられる。

身体拘束を行う理由として，しばしば職員の人

手不足があげられてきた3,4)。諸外国では，職員

の人員配置の手厚さと身体拘束の関係を分析した

先行研究があるが，一定の結論は得られていな

い15～18)。本稿では，介護職員 1 人当り入居者数

が多い施設ほど，身体拘束者は少なかった。しか

し，職員配置の施設間格差と比較すると，身体拘

束者数の差は大きいとは言えない。したがって，

人手不足が身体拘束の原因であったとしても，そ

れがもたらす身体拘束は多くないと考えられる。

「身体拘束ゼロへの手引き｣23)は，不適応行動の

原因を探り，個々の入居者の状態に応じた介護の



710

表５ ロジスティック・モデルによる多変量解析の結果1

重度痴呆老人の定義 Ⅳ以上 Ⅲ以上

サンプル数 1,700人 2,173人

オッズ比 P＞|Z| オッズ比 P＞|Z|

介護職員 1 人当たり入居者数2 1.51 0.012 1.43 0.027
ケアカンファレンス不定期ダミー（不定期＝1，定期的＝0) 2.93 0.000 2.62 0.000
ユニットケア・ダミー（行っている＝1，行っていない＝0) 0.70 0.020 0.72 0.030
1 人当たり課税対象所得3 0.79 0.000 0.83 0.000

尤度比検定統計量 96 0.000 78 0.000
対数尤度 －794 －894

1 Full モデルにおける独立変数：介護職員 1 人当り入居者数，ケアカンファレンス不定期ダミー，ユニットケア・

ダミー，1 人当たり課税対象所得，入居者数
2 介護職員 1 人当たり入居者数が 1 人増加した場合のオッズ比
3 1 人当たり課税対象所得が10万円増加した場合のオッズ比
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工夫を行うことが，身体拘束の廃止につながるこ

とを説いている。不適応行動の原因やそれに対応

した介護の工夫は，職員間の意見・情報の交換を

通じて明らかになると考えられる。また，考案さ

れた介護の工夫は職員間で介護方針として共有さ

れなければならない。したがって，職員が意見・

情報を交換し，介護方針を立てて共有する場とし

て，ケアカンファレンスが適切に機能するように

開催されることは，身体拘束の廃止にあたって非

常に重要であると考えられる。ケアカンファレン

スが不定期である施設は，定期的である施設より

も身体拘束者の割合が高かった。その理由とし

て，ケアカンファレンスが不定期であることは，

ケアカンファレンスが適切に機能していないこと

を反映している可能性が考えられる。しかし，本

稿のデータからは，アセスメントや介護の工夫に

関する情報を得ることはできない。今後，それら

の情報の収集とそれを用いた研究が望まれる。

身体拘束防止委員会を設置している施設と設置

していない施設では，身体拘束者数の割合に差は

無かった。しかし，以下に述べる理由により，こ

の結果から身体拘束廃止におけるケアカンファレ

ンスの重要性を否定することはできない。病院で

は褥瘡対策委員会を設置していないと報酬が減額

される仕組みがある。しかし，現在，特養には身

体拘束廃止を検討する特別な委員会の設置を促す

制度上の仕組みは何も無い。したがって，身体拘

束廃止の取り組みを検討している施設でも，検討

は特別な委員会ではなく通常のケアカンファレン

スで行われている可能性が考えられるからである。

「身体拘束ゼロへの手引き｣23)は，痴呆老人の危

険・迷惑行為に対して速やかな介入を行うために

見守りが重要であることを指摘している。具体的

な方法として，「ユニットケアのように一定の場

所で常時見守りと生活支援が行えるスタッフを要

所要所に配置する」をあげている23)。ユニットケ

アを行っている施設は，行っていない施設よりも

身体拘束者の割合が低かった。このことは，ユニ

ットケアを行っている施設では，見守りがより適

切に行えていることを示している可能性が考えら

れる。

Zin et al18)は，1 人当たり所得が高い地域の

ナーシング・ホームは低い地域の施設に比べ，身

体拘束者数の割合は変わらないと報告している。

本稿では，1 人当たり課税対象所得が高い地域の

施設は，身体拘束者数の割合が低いという結果を

示した。

入居者やその家族の意向を介護内容に反映させ

る仕組みがある施設を示す変数として，苦情解決

第三者委員ダミー，ケアプラン作成参加ダミーを

用いた。入居者や家族が身体拘束を嫌い，その意

向が苦情解決第三者委員やケアプラン作成への参

加を通じて介護内容に反映されるならば，2 つの

仕組みがある施設では身体拘束者数の割合が少な

いと考えられる。しかし，2 つの変数の係数は有

意でなかった。その理由として，苦情解決第三者

委員が充分機能していない可能性，入居者・家族

の身体拘束に対する意識が低い可能性，ケアプラ
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表６ 平均的な規模の施設における身体拘束者数と独立変数の関係1

重度痴呆老人の定義 Ⅳ以上

介護職員 1 人当たり入居者数（人) 2 3 差4

介護職員数（人)2 33.2 22.1 11.1
身体拘束者数の割合（P）の予測値 0.15 0.21 －0.06
割合（P）の予測値の95％信頼区間3 0.11 – 0.19 0.19 – 0.24 －0.10 – －0.02
身体拘束者数（nr）の予測値（人) 3.51 4.91 －1.40

ケアカンファレンスの開催 定期 不定期 差4

身体拘束者数の割合（P）の予測値 0.18 0.39 －0.21
割合（P）の予測値の95％信頼区間3 0.16 – 0.20 0.33 – 0.46 －0.28 – －0.14
身体拘束者数（nr）の予測値（人) 4.17 9.05 －4.87

ユニットケア あり なし 差4

身体拘束者数の割合（P）の予測値 0.17 0.22 －0.06
割合（P）の予測値の95％信頼区間3 0.13 – 0.20 0.20 – 0.25 －0.10 – －0.01
身体拘束者数（nr）の予測値（人) 3.83 5.10 －1.27

重度痴呆老人の定義 Ⅲ以上

介護職員 1 人当たり入居者数（人) 2 3 差4

介護職員数（人)2 33.2 22.1 11.1
身体拘束者数の割合（P）の予測値 0.12 0.16 －0.04
割合（P）の予測値の95％信頼区間3 0.09 – 0.15 0.15 – 0.18 －0.08 – －0.01
身体拘束者数（nr）の予測値（人) 3.50 4.77 －1.27

ケアカンファレンスの開催 定期 不定期 差4

身体拘束者数の割合（P）の予測値 0.14 0.30 －0.16
割合（P）の予測値の95％信頼区間3 0.12 – 0.16 0.25 – 0.35 －0.21 – －0.10
身体拘束者数（nr）の予測値（人) 4.09 8.75 －4.66

ユニットケア あり なし 差4

身体拘束者数の割合（P）の予測値 0.13 0.17 －0.04
割合（P）の予測値の95％信頼区間3 0.10 – 0.16 0.15 – 0.19 －0.08 – －0.01
身体拘束者数（nr）の予測値（人) 3.76 4.95 －1.19

1 平均的な規模とは，重度痴呆老人の数が表3–1で示した平均値である施設を指す。
2 入居者数が表3–1で示した平均値（66.4人）の場合の数。33.2＝66.4/2, 22.1＝66.4/3。
3 信頼区間は，デルタ法で求めている。
4 身体拘束者数（nr）および身体拘束者数の割合（P）の予測値の差（第 2 列―第 3 列)，身体拘束者数の割合（P）
の予測値の差の信頼区間。
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ン作成参加が入居者・家族に身体拘束の必要性を

施設側が納得してもらう場として機能している可

能性等が考えられる。

Zin et al18)は，入所者数が多い施設ほど身体拘

束者数の割合が高いという結果を示した。彼ら

は，規模が小さい施設ほど入居者の意向が反映さ

れた介護が行われ，それが身体拘束者数の割合を

低くする可能性について言及している。しかし，
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本稿では，施設規模と身体拘束者数の割合に関連

はみられなかった。

オンブズ調査20)では，身体拘束について何も定

義しないまま身体拘束者数を尋ねている。したが

って，各施設が回答した身体拘束者数は，各施設

が身体拘束をしていると判断した者の数である。

したがって，身体拘束に関する意識が低く身体拘

束をしているという認識が薄い施設では，身体拘

束者数が過少報告されている可能性がある。その

場合，施設の身体拘束に関する認識と独立変数に

相関があるならば，回帰係数はバイアスを持つ。

予想されるバイアスは，身体拘束に関する認識と

独立変数の関係に依存する。独立変数が身体拘束

者数の割合が高いことを示す施設は身体拘束に対

する認識が薄いとすると，回帰係数の絶対値は過

小バイアスを持つ。以下，ユニットケアについて

例示する。ユニットケアに取り組んでいない施設

は，取り組んでいる施設よりも身体拘束に関する

認識が薄く身体拘束者数を過少報告していると仮

定する。本稿の結果は，ユニットケアに取り組ん

でいない施設は，取り組んでいる施設よりも身体

拘束者数が多いことを示した。しかし，取り組ん

でいない施設の身体拘束者数は過少報告されてい

るため，両施設の身体拘束者数の差とそれを反映

する回帰係数の絶対値は過小バイアスがある。そ

の他の独立変数が持つバイアスについても同様の

推論が適用できる。認識と独立変数の関係が上述

と逆ならば，回帰係数の絶対値は過大バイアスが

あることになる。先行研究10～19)では，身体拘束

の具体的な定義を基に身体拘束者数を尋ねてい

る。身体拘束については，それが行われている時

間や形態の情報も重要であると考えられる。今

後，明確な定義を基に調査された多様な情報を持

つデータを用いた研究が望まれる。

本稿のデータは施設単位であるため，個々の入

居者の属性を考慮した推定は行えなかった。した

がって，結果には ecological fallacy がある可能性

について注意しなければならない。

身体拘束の廃止には，施設長のリーダーシップ

や拘束の弊害に対する職員の問題意識の共有が重

要であるという指摘がある23)。しかし，身体拘束

と施設特性の関係について分析した先行研

究15～19)と同様，本稿のデータでもリーダーシッ

プや意識に関する情報は得られず，今後に課題を

残す。

2001年に厚生労働省は「身体拘束ゼロへの手引

き｣22)を各都道府県に示し，拘束廃止について助

言できる人材の育成や相談窓口の設置などを行う

よう指導した。時間の経過とともにその効果が上

がっている場合，2002年の調査結果を用いた本稿

の結果は，直近の現状とは異なる可能性が考えら

れる。今後，より直近のデータを用いた分析を行

うとともに，都道府県の取り組みの評価や欧米の

先行研究にみられる施設職員に対する教育プログ

ラムの評価に関する研究10～14)が望まれる。

本研究は岡山大学産業経営研究会からの助成金を用

いて行われた。本誌の匿名の 2 名の査読者，遠藤久夫

（学習院大学経済学部)，大日康史（国立感染症研究所

感染症情報センター）の各氏より有益なコメントを頂

いたので，ここで感謝申し上げる。
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RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL RESTRAINT
IN NURSING HOMES AND THEIR INSTITUTIONAL

CHARACTERISTICS

Kensaku KISHIDA* and Shizuko TANIGAKI2*

Key words：physical restraint, nursing home, care conference, unit care, sta‹ng

Objects To clarify relationship between physical restrain in nursing home and its institutional charac-
teristics.

Methods The subjects consisted of all 103 nursing homes in Okayama prefecture which were open in
2002 with a total of 6,829 residents. Data were obtained by questionnaire through the `̀ Welfare
ombudsman Okayama'' in 2002 and audited by local government in the same year. We then per-
formed multiple regression analysis. The parameter in question was the ratio of residents who
were physically restrained to the residents at high risk of needing physically restraint (physically
restrained ratio). Independent valuables were institutional characteristics. To increase the ac-
curacy of estimation, we hypothesized that the residents likely to be the physically restrained were
elderly with serious dementia who were deˆned as IV and over in the dementia elderly daily living
independence rank. We also performed analysis with the deˆnition of heavy dementia elderly
graded as III and over.

Results We obtained data of 72 institutes housing 1,700 elderly with serious dementia, which did not
have any missing values. Of these 74％ had at least one resident being physically restrained. The
average physically restrained ratio was 24.2％. The institutional characteristics which correlated
with use of physical restraint were intensive sta‹ng, holding periodical care conference, and hav-
ing unit care. The results were robust with regard to change in the serious dementia deˆnition.

Conclusion The institutional characteristics which correlate with use of physical restraint are intensive
sta‹ng, holding periodical care conference, and having unit care.

* Okayama University: Department of Economics
2* Tottori University: School of Health Sciences, Faculty of Medicine


